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要旨 
企業による不正が一向に止まらない。特に三菱自動車や日野自動車等、日本の自動車メ

ーカーへの品質不正が相次いで発覚している。このような不正は、日本車へのイメージを

低下させ、日本自動車メーカーの信頼低下を招く恐れがある。そのため、不正が起こるメ

カニズムの理解と不正を抑止する仕組みを構築するのは急務である。 
 経済学者ベッカーは個人が不正を行う動機を明らかにした。ベッカーの理論によると、

不正に対する考え方は「犯罪から得られる便益」、「捕まる確率」、そして「不正発覚に

よる処罰」から構成され、便益と残りの 2 点の要素を天秤にかけることにより、便益の方

が大きければ不正を行うと述べている。しかしながら、企業が不正当該商品の売上や企業

の時価総額を予想するのは困難だと思われる。そこで本稿の目的は、企業が不正を行う場

合に得られる便益と不正発覚によって生じる費用を定量分析し、企業の不正行動はベッカ

ーの理論に当てはまるのかを検証することである。 
分析では、2016 年 4 月に不正が発覚した三菱自動車工業の燃費不正問題を対象とし、軽

自動車の販売台数及び自動車メーカーの時価総額のデータを用いた。具体的には、不正発

覚が不正車の販売台数に与える影響（直接的影響）と燃費不正の発覚による時価総額に与

える影響（間接的影響）について定量分析を行った。分析結果より、不正発覚が不正車の

販売台数に与える影響はみられなかった。一方、不正発覚が、三菱自動車工業の時価総額

を約 60%下方へシフトさせた可能性があることがわかった。 
さらに、三菱自動車工業の燃費不正事件の分析で得られた値を基に、不正を行わない場

合の便益と不正を行う場合の便益を意思決定木を用いて定量化した。その結果、不正を行

う場合の便益が不正を行わない場合の便益を上回っていることが示された。 
政策当局は、不正に対する罰則および不正検査により不正の発覚確率を操作することで、

不正を行わない場合の便益が不正をする場合の便益を僅かに上回る状況を作り出せる。 
この点と分析結果を踏まえ、以下の政策提言を行う。 

【政策提言Ⅰ 適切な検査確率による検査】 
【政策提言Ⅱ 燃費不正企業に対する罰金項目の追加】 
【政策提言Ⅲ 内部通報制度の強化】 
これら 3 つの政策提言により、不正を行わなかった場合の便益が、不正を行った場合の

便益を上回ることが見込まれる。その結果、「企業の不正を抑止する」という目的が達成

される。 
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第 1 章 現状分析・問題意識 

第 1.1 節 はじめに 
不正はなぜ起こるのだろうか。経済学では、個人が不正を行う動機を不正から得られる

便益と不正発覚による費用を計算し、便益の方が大きければ不正を行うと考えられている。

しかしながら、個人ではなく企業が不正を行う際に、便益と費用を計算して不正を行って

いるのだろうか。実際の費用には不確実な要素が多数存在するため、計算が困難である。

例えば、不正が発覚したために当該商品がどのように売上変動するのかはわからない。ま

た、どれだけ会社のブランドイメージが低下するかは不明瞭である。そこで本稿では、実

際に便益と費用を計算し、不正を行う動機を明らかにする。 

第 1.2 節 自動車メーカーの品質不正 
近年、日本の製造業では企業（日産自動車、神戸製鋼、三菱電機など）による品質不正

が相次いでおり、日本製品が持つ「高品質」「信頼できる」といったイメージが揺らいで

しまう可能性がある。特に、日本の自動車の品質は国内外で高く評価されており、経済産

業省 (2021) によると 2020 年度の自動車製造業製品出荷額等は全製造業の 18.6%を占めてお

り、広大な裾野産業であるため、日本経済において重要な産業である。 

しかしながら、国内外で品質が高く評価される日本国内の自動車メーカーによる不正は

1993 年から 2022 年までの間に 18 件発覚している。これ以上続くと日本の自動車メーカー

への信頼が揺らぐであろう(図 1)。それによって企業価値が低下し、商品の売上が減少する

ことで、日本経済全体に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、政策当局もしくは企

業自身が不正の防止策を講じることが急務である。     
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図 1 日本国内の自動車メーカーによる品質に関する不正発覚件数 

(日経テレコンより筆者作成) 
 

第 1.3 節 不正が起こる原因 

第 1.3.1 項 不正とは何か 
前節では自動車メーカーによる品質不正について述べた。しかしながら、汚職や横領な

ど様々な種類・規模の不正が存在するため不正の定義は明確ではない。そこで、アメリカ

の公認不正検査士協会と日本公認会計士協会を参考に企業による不正について定義する。

公認不正検査士協会は「利益を得るために人を欺くあらゆる行為」、日本公認会計士協会

は「不当又は違法な利益を得るために他者を欺く行為を伴う、経営者、取締役等、監査役

等、従業員又は第三者による意図的な行為」を不正と定義している。したがって、本稿で

は「企業が利益を得るため意図的に消費者を欺く行為」を企業による不正と定義する。 
 

第 1.3.2 項 企業の不正による便益と費用 

第 1.3.2.1 項 ベッカーの理論 
不正の動機は様々考えられるが、経済学ではベッカーの理論 (1968) により個人が不正を

行う仕組みが明らかにされている。ベッカーによると、個人の不正に対する考え方は「不

正から得られる便益」と「捕まる確率」、「不正発覚による処罰」の 3 点の要素から成り

立っている。リスク中立的な人間は 1 点目の要素（便益）と残り 2 点の要素（費用）を天

秤にかけて不正を行うか否かを判断する。  
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図 2 個人の場合:便益と費用の天秤 

（筆者作成） 
 
ベッカーの理論は個人が犯罪や不正を行う動機に対するものであるが、企業の不正行動

もこの理論に当てはまるのだろうか。本項では、企業が不正を行った場合にどのような便

益と費用が存在するのかを検討する。 
 

第 1.3.2.2 項 不正から得られた便益 
「企業が不正から得られる便益」は、不正を行ったことで消費者を獲得することである。

例えば、自動車メーカーの場合は燃費を良く見せることにより研究開発費を抑え、本来の

燃費では購入しない消費者が購入する可能性がある。 
 

第 1.3.2.3 項 不正発覚による費用 
「企業の不正発覚による費用」は大きく分けて 3 点存在する。第 1 に不正発覚による処

罰があり、不正による罰則で生じた罰金や課徴金、消費者への補償金等のことである。第

2 に、不正当該商品の不正発覚による売上変動といった直接的影響があり、本稿ではその

売上の減少を「直接的費用」と定義する。第 3 に、不正発覚による企業の株価の変動や取

引先への影響等の間接的影響があり、これらの負の影響を「間接的費用」と定義する。企

業は、この 3 点の費用と不正によって捕まる「不正発覚確率（捕まる確率）」を考慮して

費用を計算すると考えられる。 
しかしながら、直接的費用と間接的費用は不確定な要素であり、計算することは難しい。

そこで次項では、企業が行った不正の事例に当てはめて検討する。 
 



ISFJ2022 最終論文 
 

8 
 

 
図 3 企業の場合:便益と費用の天秤 

（筆者作成） 
 

第 1.3.3 項 事例：三菱自動車燃費不正問題 
本稿では、2016 年 4 月 20 日に日本国内で初めて発覚した燃費不正である、三菱自

動車工業（以下、三菱自動車）の燃費不正問題を対象として取り扱う。そこで本項では、

三菱自動車の事例を便益と費用に当てはめて説明する。 
 

第 1.3.3.1 項 三菱自動車燃費不正の概要 
三菱自動車の燃費不正問題に関する調査報告書 (2016) より、三菱自動車は型式指定審

査2の一環で実施される排ガス・燃費試験に使用する走行抵抗3などのデータについて、

不正な操作を行っていたことが発覚した。 
これにより、2013 年 5 月から 2016 年 4 月 21 日までに生産された「eKワゴン」「eKス
ペース」（以下、不正車）が不正対象車となった。この不正車は高い燃費性能をコン

セプトに開発された。しかしながら、競合車としていた軽自動車が不正車よりも高い

燃費目標を掲げて、更新し続けていたことから、三菱自動車はその競合車に対抗する

ために、不正をエスカレートさせていた。 
 

 
2 自動車について安全の確保と環境の保全等を図るため、基準適合性の審査を行うこと。 
3 燃費測定は室内で行うため、実際の道路で走行している環境を作るためにかける負荷を指す。 
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図 4 三菱自動車燃費不正の時系列 

（燃費不正問題に関する調査報告書より筆者作成） 
 

第 1.3.3.2 項 不正から得られる便益 
以下では、三菱自動車が燃費不正を行ったことで考えられる便益を説明する。 
まずは、本来では設定できない価格で販売したことによる便益である。例えば、不

正を行っていた 16 年型 eKワゴンの E (2WD) は、燃費が 26 km/L で価格が 108万円で販

売していたが、不正発覚後の 2017年 1月に販売された同車の燃費は 23km/Lで価格が 103.14
万円であった。つまり、1 台あたり 4万 8600円の便益を得ていたことがわかった。 
次に、燃費を良く見せることで販売台数を増加させた可能性がある。燃費は消費者の購

買決定要因の 1 つであることから、本来の燃費では購入しなかった消費者が購入したと考

えられる。また、税制優遇を受けることでさらに販売台数が増加した可能性がある。

三菱自動車が燃費不正を行ったことにより、国土交通省が実施しているエコカー減税
4の対象車となり、売上を増加させた可能性もある。例えば、16 年型 eK ワゴンの燃費

は、虚偽燃費と実測燃費には大きな差があり、虚偽燃費では平成 32 年燃費基準達成車の基

準を達成していたが、本来の燃費では基準を達成していなかった(図 5)。その結果、本来受

けられない減税額の対象車として安く販売し、三菱自動車は販売台数を増加させて便益

を得ていたと考えられる。 
 

 
4	エコカー減税とは排気ガス性能、燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて自動車取得税と

自動車重量税を減税するものである。	
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図 5 16 年型 eK ワゴン虚偽燃費の達成燃費基準と実測燃費 

（三菱自動車 HP より筆者作成） 
 

第 1.3.4 項 不正発覚による費用 

第 1.3.4.1 項 不正発覚確率 
今回の不正は、共同開発していた日産自動車からの告発により発覚した。国土交通

省は型式指定審査の一環で監査を行っておらず、不正は発覚しなかった。監査を行わ

なかった背景として、第 193 回国会の答弁 (2017) より、自動車技術総合機構5が排ガ

ス・燃費試験を行っているが、自動車メーカーから提出された走行抵抗に関するデー

タを信頼しており、不正を疑わなかったことが挙げられる。つまり、自動車メーカー

の不正行為を防止する措置が不十分であったと考えられる。 
以上のことから、不正発覚機会は内部告発6のみであり、発覚確率は極めて低い状

態であった。 
 

 
5 自動車型式指定制度に基づき、自動車等の基準適合性について、公正・中立な立場で認証審査を行う我が国で唯一の

機関を指す。 
6 法律用語ではなく定義がない。そのため本稿では、組織内の人間が不正を外部の機関などに通報することと定義す

る。 
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第 1.3.4.2 項 処罰 
三菱自動車が受けた処罰として、消費者への補償と景品表示法の違反が挙げられる。 
まず、消費者への補償として、2013 年 5 月から 2016 年 4 月 21 日までに生産された不正

車を購入した消費者に 10万円の補償を行った。 
次に、景品表示法の違反である。消費者庁は三菱自動車に対して、自動車カタログ

に良く見せた燃費を載せたことを景品表示法違反とし、2016 年 4 月 1 日から同月 20
日までの期間に販売された不正車に課徴金納付を命じた。課徴金額は売上額に 3％を

乗じた額であるが、不正を自主的に報告することと、購入者に返金措置を行ったこと

で減額され、合計 368 万円になった。今回の事例では、法令での罰則は景品表示法の

みであり、処罰が軽いことがわかった。 
 

第 1.3.4.3 項 直接的・間接的費用 
直接的費用と間接的費用は不確定な要素であるが、三菱自動車の事例でも予測が困難で

あるかを確かめる。 
まず、直接的費用は不正車の売上変動である。不正発覚で当該商品の売上がどれだけ変

動するかを予測することは難しいと思われる。例えば、Mansouri (2016) と Codruţa (2019) で
は、フォルクスワーゲンが不正を行った場合は不正当該車の売上が減少したと述べられて

いる。一方、宮本 (2018) では日本国内の自動車メーカーが不正を行った場合、売上は減少

しなかったと述べられている。このことから、不正が発覚したことにより売上がどのよう

に変動するかを予測することは困難であると考えられる。 
次に間接的費用は三菱自動車の時価総額が該当する。実際に不正発覚直後に三菱自動車

の名目上の時価総額は 8292億 2699万円から 4416億 6420万円に下落した（図 6）。企業が

この大幅な時価総額の下落を予測することと、どこまでこの下落が続くのかを予測するこ

とは困難であると考えられる。 

 
図 6 三菱自動車の時価総額推移 

(日経 NEEDS-Financial QUEST より筆者作成) 
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第 4 節 問題意識 
ベッカーの理論によると、個人は不正から得られる便益が不正発覚による費用より大き

いと不正を行うと述べている。企業の不正行動もこの理論に当てはまるのだろうか。現状

分析より、企業は直接的費用と間接的費用の値を計算する際に、不確実な要素を考慮しな

ければいけない。一方で周知の事実として、不正に対して軽い処罰や低い発見確率が存在

する。したがって、企業は不確実な費用の存在があるにも関わらず、軽い処罰や低い発覚

確率を考慮し不正を行う判断をしている可能性がある。 
よって本稿では、「企業の不正行動はベッカーの理論に当てはまるのか」を問題意識と

する。そこで、三菱自動車の燃費不正の事例を用い、便益と費用を定量分析することで、

企業の不正がベッカーの理論に当てはまるのかを検証する。そして、自動車産業において

の燃費不正抑止に向けた政策を提言する。 
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第 2 章 先行研究及び本稿の位置

づけ 

第 2.１節 先行研究  
本稿では、不正によって得た便益と不正発覚によって生じた影響を定量分析し、企業の

不正行動がベッカーの理論に当てはまるのかを検証する。そこで先行研究を 3 つに分類し

て紹介する。第 1 に、企業が不正を行ったことによる不正当該商品への影響（直接的影響）

を分析している。第 2 に、不正を行ったことによる自社の株価等の企業価値への影響（間

接的影響）を分析している。第 3 に、処罰により企業の不正行動を制御させる研究である。 
 

第 2.1.1 項 自動車販売台数への影響に関する論文 
Mansouri (2016) と Codruţa (2019) は、2015 年にあったフォルクスワーゲンの排ガス不正

がフォルクスワーゲンの自動車販売台数に与える影響について分析した。分析の結果、フ

ォルクスワーゲンの不正発覚後、にフォルクスワーゲン全体の販売台数が不正発覚前年と

比べて約 11.9%落ち込んでいると指摘している。一方、宮本 (2018) は、2017 年から 2018 年

の間に、日本の複数の自動車メーカーで発覚した「完成検査不正」が、日本の各自動車メ

ーカーに与えた影響を株価及び販売台数を用いて分析している。分析結果より、販売台数

に影響は観察されなかった。影響がなかった要因として、不正によって販売への影響はあ

ったが販売台数を維持するために販売促進活動を行っていた可能性があるため、販売台数

には大きく影響を与えなかったと述べている。 
 

第 2.1.2 項 企業価値への影響に関する論文 
Barth et al. (2022) は不正発覚後のフォルクスワーゲンの株価への影響について分析してい

る。分析の結果、不正がフォルクスワーゲンの株価へ短期的に大きな負の影響を及ぼした

と述べられている。さらに Mansouri (2016) と Codruţa (2019) では、フォルクスワーゲンの

株価への影響を短期的な影響ばかりではなく長期的な影響も分析している。その結果、フ

ォルクスワーゲンの不正発覚直後に株価が約 19%下落し、2 年後の 2017 年になっても完全

には回復できていないことを示した。つまり、不正発覚は短期的ばかりではなく長期的に

も株価に対して負の影響を及ぼしている可能性がある。宮本 (2018) は、日本の各自動車メ

ーカーの株価への影響を分析している。分析結果より、不正発覚後に多くの自動車メーカ

ーにおいて株価は 6%から 15%下落したことが実証分析から明らかにされている。また株価

への負の影響は、一時的ではなく、長期的に継続すると述べられている。 
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第 2.1.3 項 不正が発覚する発覚確率に関する論文   
Gray and Deliy (1996) 、Stafford (2002) や Shimshack and Ward (2005) は、犯罪を抑えるため

には、罰則を強めることと犯罪の発覚確率を上げることのどちらが効果的かを分析し、犯

罪の発覚確率を上げる方が効果的であると述べている。一方で、 Friesen (2012) は罰則を強

めるよりも犯罪の発覚確率を上げる方がより効果的な不正の抑止力となるのではないかと

いう問題を研究した。その結果、罰則を強める方が犯罪の発覚確率を上げるよりも効果的

であることを明らかにした。 
 

第２節 本稿の位置づけ   
先行研究では、不正した企業に対する不正発覚による直接的、間接的影響を実証分析し

た研究が多く存在している。また不正発覚確率を上げる場合と不正行為に対しての罰則額

を増やす場合を比べ、どちらの場合が人々の不正行為を防止するかを分析している研究が

存在していることがわかった。しかしながら、我々が知る限り、本稿で問題意識としてい

る企業の不正行動がベッカーの理論に当てはまるのかを費用便益計算を行うことで、探求

している先行研究は存在していなかった。 
本稿の新規性は 2 つある。第 1 に、今回の不正の事例を踏まえて不正した便益と不正し

ない便益を定量分析し、企業の不正行動はベッカーの理論が当てはまるのか検証を行う点

である。これによって、企業が不正を行った際に便益と費用のどちらが大きいのかが明ら

かとなる。第 2 に、最適な不正発覚確率と罰則額を計算する点である。不正発覚確率に関

して、あまりにも低いとどれだけ罰則額を増やしても意味がない。また、過剰に不正発覚

確率を上げても政府にとって検査をする費用が増えてしまう。さらに罰則に関しても過剰

に強めてしまうと、企業が不正を行った際に再起できなくなることが考えられるため、経

団連等に承認されにくくなり、実現可能性が低くなってしまう。したがって、本稿では最

適な不正発覚確率と罰則額を計算する。 
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第３章 分析 

第 3.1 節 分析の概要 
本稿では、自動車の属性や三菱自動車の不正発覚が販売台数に与える影響（直接的影響）

及び三菱自動車の不正発覚が自社の時価総額に与える影響（間接的影響）を推定する。分

析Ⅰでは、自動車の属性が販売台数に与える影響及び三菱自動車の燃費不正の発覚前後にお

ける不正車の売り上げの影響（直接的影響）を分析する。分析Ⅱでは、三菱自動車の発覚

前後における三菱自動車の資産価値の影響（間接的影響）を分析する。 
 

第 3.2 節 分析Ⅰ:直接的影響の推定 
分析Ⅰでは、自動車の属性が与える販売台数への影響及び不正車である eK シリーズの燃

費不正の発覚によって不正車の販売台数にどのような影響があったのかを定量分析する。

分析Ⅰで推定する影響を直接的影響と定義する。分析期間を定めるために以下のことを考慮

した。2016 年 4 月に燃費不正が発覚し、2016 年 10 月に三菱自動車が日産自動車の傘下に

なった。したがって、日産自動車から三菱自動車への影響を取り除くために、2007 年 1 月

から 2016 年 9 月とした。 
 

第 3.2.1 項 予備分析 
不正発覚による不正車の販売台数の影響を推定するため、不正が発覚した 2016 年 4 月を

基準に差分の差分法（以下、DID）を用いる。しかしながら、DID を用いる際に不正発覚

前で処置群（不正車）と対照群（不正車以外の車）の販売台数の時系列トレンドが平行で

ある必要がある。そこで、処置群を不正車の販売台数、対照群を不正メーカー以外の 7 社
の自動車製品の販売台数とし、処置群と対照群で販売台数に平行トレンドがあるかを確認

した。 
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図 7 不正車と三菱自動車以外の自動車メーカーの自動車製品の販売台数の推移7 

（全国軽自動車協会連合会より筆者作成） 
 
図 7 より、不正車と三菱自動車以外の各自動車メーカーの自動車の販売台数は不正発覚

前まで平行トレンドであったことが示されている。したがって、不正車を処置群、三菱自

動車以外の各自動車メーカーの車を対照群としてみなすことが可能であり、DID を用いる

ことができる。 
 

第 3.2.2 項 使用データ 
分析Ⅰでは、2007 年 1 月から 2016 年 9 月までの軽自動車の販売台数及び軽自動車の属性

に関する月次のパネルデータを用いた。表 1 は分析Ⅰで使用する変数である。 
軽自動車の販売台数に関するデータは全国軽自動車協会連合会が公開している軽四輪車

通称名別新車販売台数を用いた。自動車製品に関しては、自動車メーカーごとに同一車名

のものを合算して集計している。例えば、eKワゴンと eKスペースは同一製品とし、2車種
を合算した販売台数を用いた。 
軽自動車の属性に関しては、各自動車製品のカタログデータを価格.com と Goo-net から

入手した。軽自動車の属性のデータに関して、自動車を取り扱った研究である有田 (2016) 
や篠田 (2014) において最低グレードの属性のデータを使用していたため、本稿の分析も最

低グレードのデータを使用した。また、燃費に関する影響を考慮するため、対象をガソリ

ン車に限定した。自動車の燃費データについて、分析期間内で測定方法が WLTCモード、

JC08モード、10・15モードの 3種類ある。測定方法が異なると差が出るため、WLTCモー

ドや 10・15 モードで計測された燃費を推定して JC08 モードの数値に変換した。ガゾリン

価格の高騰が軽自動車の販売台数に影響した可能性があるため、ガソリン価格に関する月

次データを用いた。ガソリン価格に関するデータは、経済産業省資源エネルギー庁から入

手した。自動車の市場価格及びガソリン価格は消費者物価指数を用いて実質価格に変換し

 
7	販売台数は季節要因を考慮するため 2007 年 1 月を 100 とした連関比率法を用いた。	
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た。消費者物価指数のデータは総務省統計局から入手した。 
 

表 1 分析Ⅰで使用する変数 

 
 

第 3.2.3 項 分析モデル 
自動車の属性及び三菱自動車の不正発覚が販売台数に与える影響（直接的影響）を調べ

るために使用する推定式は 
𝑙𝑛𝑆𝑎𝑙𝑒!" = 𝛽# + 𝛽$𝐹𝑢𝑒𝑙!" + 𝛽%𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡! + 𝛽&𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟" + 𝛽'𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡! × 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟" + 𝜎𝑋( + 𝛿! + 𝛾" + 𝑢!" 
である。 
変数は以下のように定義する。被説明変数である𝑙𝑛𝑆𝑎𝑙𝑒!"は、月次𝑡における自動車製品𝑗

の販売台数の対数である。説明変数である𝐹𝑢𝑒𝑙!"は燃費である。また、𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡!は自動車製品

が不正車だと 1、それ以外の車だと 0 をとるダミー変数である。𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟"は三菱自動車の不正

発覚後である 2016 年 4 月以降だと 1、それ以前は 0 をとるダミー変数である。

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡! × 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟"は𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡!と𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟"の交差項（以下、不正発覚効果）である。 
さらに𝑋(はベクトルであり、自動車の属性の中で自動車の販売に影響を与える変数であ

る。𝑋(に含まれる変数は以下のとおりである。第 1 に、自動車の需要関数の推定を行うた

めの実質車両価格である。第 2 に、実質ガソリン価格である。ガソリン価格の上昇が自動

車の販売台数に影響を与えている可能性が考えられる。第 3 に、自動車の性能に関する変

数である。自動車の性能が販売台数に影響を与えている可能性が考えられる。自動車の性

能に関する変数は、車体サイズ、重量、駆動方式、ATダミー、AEBダミー、HVダミーで

ある。第 4 に、エコカー減税対象車であることを示す変数であるエコカー減税ダミーであ

る。自動車税の減税対象になることが販売台数に影響を与えている可能性が考えられる。

また、𝛿!は自動車メーカーの固定効果であり、𝛾"は自動車メーカー×時間の固定効果である。

𝑢!"は誤差項である。 
 
 
 

変数名

Sale

Fuel

Price

Size

Weight

Drive

AT

HV

Petrol

Tax

カタログデータ 自動車製品がハイブリッド車なら1、そうでないなら0とするダミー変数

経済産業省 レギュラーガソリン価格

筆者作成 エコカー減税対象車なら1、そうでないなら0とするダミー変数

カタログデータ 自動車製品の駆動方式(4WD,FF,FR,MID,MR,RR)

カタログデータ 自動車製品がAT車なら1、そうでないなら0とするダミー変数

AEB カタログデータ
自動車製品が衝突被害軽減ブレーキを搭載しているなら1、

そうでないなら0とするダミー変数

カタログデータ 自動車製品の価格

カタログデータ 自動車製品の全長と全幅と全高を乗じたもの

カタログデータ 自動車製品の重量

Maker 全国軽自動車協会連合会
自動車製品メーカー(DAIHATSU,HONDA,MAZDA,
,MITSUBISHI,NISSAN,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA)

カタログデータ 自動車製品の燃費

出典 変数の定義

全国軽自動車協会連合会 自動車製品の新車登録台数
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第 3.2.4 項 記述統計と推定方法 
表 2 は分析Ⅰで使用するデータの記述統計である。記述統計より、エコカー減税対象車は

使用したデータの約 30%であり、分析期間においてエコカー減税対象車が比較的少ないこ

とがわかる。 
表 2 分析Ⅰで使用する変数の記述統計 

 
 
推定方法は、不正発覚の前後での因果関係を見るために DID を用いて推定する。しかし

ながら、自動車の需要関数を推定する際に説明変数である実質車両価格が内生変数であり、

被説明変数に直接的な影響を及ぼさないようにする必要がある。したがって、操作変数法

観測数 平均 標準偏差 最小値 最大値

6,102 2,826.398 4,123.302 0 31,010

6,102 19.639 4.645 14.077 35.200

6,102 102.924 26.105 57.506 204.849

6,102 142.897 16.369 107.371 187.834

6,102 8.437 0.716 5.909 9.565

6,102 832.412 95.033 610 990

6,102 0.469 0.499 0 1

6,102 0.025 0.157 0 1

6,102 0.006 0.076 0 1

6,102 0.293 0.455 0 1

4WD 6,102 0.042 0.200 0 1

FF 6,102 0.530 0.499 0 1

FR 6,102 0.311 0.463 0 1

MID 6,102 0.015 0.120 0 1

MR 6,102 0.077 0.266 0 1

RR 6,102 0.026 0.159 0 1

power 6,102 292.103 95.969 0 483

fuel 6,102 146.106 48.802 0 274.134

size 6,102 61.888 17.499 0 94.193

power 6,102 1918.791 143.969 1610 2353

fuel 6,102 961.850 121.994 774.757 1359.075

size 6,102 412.945 28.434 355.797 506.922

BLP (own )

BLP (other )

Sale (台)

Fuel (L/km)

AEB

HV

Tax

Drive

Price (万円)

Petrol (円)

Size (m3)

Weight (kg)

AT
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を用いる。実質車両価格の操作変数は、市場における製品間の競争状況を捉えている BLP
操作変数 (Berry et al. 1995) を利用した。 

BLP 操作変数とは、同じ企業が生産している他の製品8の製品品質の和 𝑍!"
)*+,-"./0 =

∑ 𝑥1"1∈3!",14! と他の企業が生産している製品品質の和 𝑍!"
)*+,56789 = ∑ 𝑥1"1∉3!" で構成されてい

る。𝐽;"は企業𝑓がマーケット𝑡において販売している製品𝑗の集合である。製品品質として、

馬力、車のサイズ、燃費を利用した。これらの変数は、市場における製品間の競争度合い

を図っていると考えられる。例えば、競合他社が多く製品数も多い場合、競争市場は活発

になり、価格が下方へシフトすると思われる。その結果、BLP 操作変数と価格は相関を持

ち、関連性の条件を満たす。 
 

第 3.2.5 項 推定結果及び結果の解釈 
分析Ⅰでは、自動車の属性が販売台数に与える影響及び不正車である eK シリーズの燃費

不正の発覚による販売台数への影響を検証するにあたり、DID と DID に操作変数法を加え

た（以下 IV）推定を行った。 
表 3 は分析Ⅰの推定結果である。推定結果(1)は DID による分析、推定結果(2),(3),(4)は IV

による分析であり、推定結果(3)は自動車メーカーの固定効果をとったもの、推定結果(4)は
自動車メーカーの固定効果と時間の固定効果をとったものである。IV の結果に関して、一

般的に操作変数として適切な目安となる F 値は 10 以上である。分析Ⅰで使用した BLP 操作

変数の F 値は 612.16 である。そのため BLP 操作変数は操作変数として十分に強いと言え

る。また、期間や自動車メーカーごとに差が生じるため、固定効果モデルを用いることが

望ましい。したがって、時間や自動車メーカーによる固定効果を考慮した IV の推定結果で

ある推定結果(4)を採用する。

 
8	本稿では三菱自動車の eKシリーズ以外の自動車製品を指す。	
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表 3 分析Ⅰの推定結果 

(1) (2) (3) (4)

0.136*** 0.0831*** 0.0943*** 0.114***

(0.009) (0.012) (0.010) (0.010)

1.666*** 0.932*** 1.490*** 1.627***

(0.138) (0.085) (0.140) (0.139)

-0.461*** -0.493*** -0.613*** -0.390***

(0.097) (0.115) (0.098) (0.098)
-4.811* -5.041* -4.874* -4.916*
(2.804) (2.801) (2.799) (2.800)

-0.003*** -0.005*** -0.004*** -0.003***

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

-1.224*** -2.646*** -2.280*** -2.057***

(0.083) (0.167) (0.129) (0.129)

0.098 0.340*** 0.208** 0.290***

(0.084) (0.097) (0.092) (0.089)

-0.731*** -1.244*** -0.520*** -0.694***

(0.096) (0.137) (0.097) (0.096)

-0.049 0.086 0.201** 0.275***

(0.081) (0.136) (0.087) (0.086)

0.723*** 0.428*** 0.600*** 0.483***

(0.095) (0.130) (0.093) (0.094)

0.467*** -0.0418 0.0482 0.137

(0.085) (0.128) (0.094) (0.094)

0.503** -0.443** 0.315 0.245

(0.215) (0.210) (0.225) (0.218)

-0.680*** -0.277** -1.048*** -1.011***

(0.147) (0.129) (0.156) (0.156)

1.744*** -0.058 1.567*** 1.368***

(0.130) (0.151) (0.134) (0.135)

8.712*** 32.15*** 24.16*** 20.32***

(1.344) (2.366) (1.811) (1.838)

YES YES YES

YES YES

6,102 6,102 6,102 6,102

0.391 0.127 0.367 0.381
注：***:1%有意水準、 **:5%有意水準、*:10%有意水準で有意であることを示す。括弧内は頑健標準誤差を示す。(1)はOLSによる推定、
(2),(3),(4)はIVによる推定である。

被説明変数:lnSale

AEB

After

決定係数

Drive
(Base:4WD)

RR

MR

MID

FR

FF

定数項

自動車メーカーの固定効果

自動車メーカー×時間の固定効果

Petrol

Treat×After

Treat

Fuel

観測数

HV

Tax

lnPrice
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不正発覚効果である𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡! × 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟"は統計的に有意な結果ではなかった。つまり、分析Ⅰ

では不正発覚によって不正車への売り上げの影響はみられなかった。燃費である𝐹𝑢𝑒𝑙!"は
統計的に有意な結果であり、燃費が 1km/L 上昇すると販売台数が 11.4%増加する可能性が

ある。したがって、不正車は実際の燃費 23km/L を燃費 26 km/L と表示して販売していたた

め、34.2%販売台数を増加させていた可能性がある。 
ガソリン価格である𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙!"は統計的に有意な結果であり、ガソリン価格が上昇すると販

売台数が減少する可能性があることがわかった。エコカー減税対象車であるかを示す𝑇𝑎𝑥!"
は統計的に有意な結果であり、エコカー減税対象車であれば売上が 29％上昇する可能性が

あることがわかった。したがって、三菱自動車がエコカー減税対象車の基準を満たすため

に不正を行う動機があると言える。 
 

第 3.3 節 分析Ⅱ:間接的影響の分析 
分析Ⅰでは、自動車の属性が与える販売台数への影響及び企業の不正発覚による影響（直

接的影響）を推定した。分析Ⅱでは、不正をしたことによる株価の時価総額への影響、つ

まり企業価値に与えた影響（間接的影響）を定量分析する。分析期間は分析Ⅰと同様に、

2007 年 1 月から 2016 年 9 月に定めた。 
 

第 3.3.1 項 予備分析 
分析Ⅱでは、三菱自動車の燃費不正の発覚によって時価総額にどのような影響があった

のかを分析する。DID を行うため、三菱自動車の時価総額（処置群）と他の自動車メーカ

ーの時価総額（対照群）の推移を比較して平行トレンドであるかを調べる。期間は分析 I
と同様に 2007 年 1 月から 2016 年 9 月に定めた。 
図 8 は三菱自動車の時価総額と平行トレンドであるトヨタ自動車とスズキ自動車の時価

総額を含めた自動車メーカー3 社の時価総額の変化率を表すグラフである。自動車メーカ

ー8社を平行トレンドであるかを考察した結果、自動車メーカー8社のうち三菱自動車とト

ヨタ自動車、スズキの計 3社が平行トレンドであると考えられる。したがって、分析Ⅱでは

三菱自動車の時価総額と平行トレンドである 2 社を含めた計 3 社のデータを用いて実証分

析を行う。 
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図 8 3 社の時価総額の推移9 

(全国軽自動車協会連合会より筆者作成) 
 

第 3.3.2 項 使用データ 
分析Ⅱでは、2007年 1月から 2016年 9月までの自動車メーカーの時価総額及び宮本(2018) 
を参考に日本経済に関する月次のパネルデータを用いた。表 4 は分析Ⅱで使用した変数で

ある。 
 

表 4 分析Ⅱで使用する変数の説明 

 
 
各自動車メーカーの時価総額に関するデータは日経 NEEDS Financial QUEST から月末値

のデータを入手した。宮本 (2018) を参考に、為替相場と東証株価指数の月間終値（以下、

TOPIX）のデータを用いた。円対ドルの為替相場の終値と TOPIX は日経 NEEDS-Financial 
QUEST から入手した。また円対ドルの為替相場を日時データから月次データに変換するた

め、月次平均に変換したものを変数として使用した。 
 

 
9 時価総額は季節要因を考慮するため 12ヶ月後方移動平均法を用いた。	

変数名

Stock

Exchange

TOPIX 日経NEEDS Financial Quest 東証株価指数の月間終値

円とドルの日次為替レートの月次平均

出典 変数の定義

日経NEEDS Financial Quest 自動車メーカーの時価総額

日経NEEDS Financial Quest
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第 3.3.3 項 分析モデル 
燃費不正の発覚による時価総額に与える影響（間接的影響）を調べるために使用する推

定式は 
𝑙𝑛𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘6" = 𝛽# + 𝛽$𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡6 + 𝛽%𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟" + 𝛽&𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡6 × 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟" + 𝛽'𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒6" + 𝛽<𝑇𝑜𝑝𝑖𝑥6" + 𝛿6

+ 𝛾" + 𝑢6" 
である。 
変数は以下のように定義する。被説明変数である𝑙𝑛𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘6"は月次𝑡、自動車メーカー𝑖の

時価総額の対数を表す。説明変数である𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡6は三菱自動車なら 1、それ以外なら 0 のダミ

ー変数である。𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟"は不正発覚後ならば 1、それ以前なら 0 のダミー変数である。

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡6 × 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟"はその交差項（以下、不正発覚効果）である。𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒6"は為替相場、

𝑇𝑜𝑝𝑖𝑥6"は TOPIX である。𝛿6は自動車メーカーの特性を配慮した固定効果、𝛾"は景気を配慮

した時間の固定効果である。 
 

第 3.3.4 項 記述統計と推定方法 
 表 5は分析Ⅱで使用するデータの記述統計である。記述統計より、為替相場の最小値と最

大値が 77円から 147円をとっていることがわかる。このことより、分析期間では日本経済

が円高の時期と円安の時期が存在していることに加え、為替相場の最大値と最小値の差が

60円もあったことがわかる。為替の変動の要因として、2008年のリーマンショックや 2011
年の東日本大震災、アベノミクスや金融緩和政策が取り挙げられる。 
 

表 5  分析Ⅱで使用する変数の記述統計 

 
 
推定方法として、不正発覚の前後での効果を推定するために DID を用いる。  
 

第 3.3.5 項 推定結果及び結果の解釈 
燃費不正の発覚による企業価値の影響（間接的影響）を検証するにあたり、分析Ⅱでは

OLS による推定を行った。 
表 6 は分析Ⅱの推定結果である。推定結果(2)は自動車メーカーの固定効果をとったもの、

推定結果(3)は自動車メーカーの固定効果と時間の固定効果をとったものである。本稿の分

析では、自動車メーカーや時間の影響を考慮した推定結果(3)を採用した。 
不正発覚効果である𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡6 × 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟"は統計的に有意な結果であった。つまり、不正発覚

後は不正発覚前に比べて三菱自動車の時価総額が約 59%で下方へシフトした可能性がある。

また、為替相場である𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒6"や東証株価指数である𝑇𝑜𝑝𝑖𝑥6"は統計的に有意な結果では

変数名 観測数 平均 標準偏差 最小値 最大値

Stock (兆円) 570 7.710 9.960 0.280 36.600

Exchange (円) 570 104.314 13.996 77 147

TOPIX (円) 570 1,363.486 385.293 719.490 2,030.160
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なかった。つまり、日本経済の動向が与えた各自動車メーカーの時価総額への影響はみら

れなかった。 
 

表 6 分析Ⅱの推定結果 

 

(1) (2) (3) (4)
-1.802*** -0.578*** -1.802*** -0.578***

(0.086) (0.021) (0.104) (0.020)
0.101 0.101*** 0.108 0.108

(0.168) (0.028) (4.637) (0.358)
-0.593*** -0.593*** -0.593*** -0.593***

(0.139) (0.057) (0.162) (0.048)
0.008 0.008*** -0.001 -0.001

(0.007) (0.002) (0.130) (0.010)
0.000 0.000*** 0.001 0.001

(0.000) (0.000) (0.012) (0.001)
27.78*** 26.55*** 28.62 27.39***
(0.415) (0.084) (34.24) (2.604)

メーカー効果 YES YES

時間効果 YES YES

観測数 570 570 570 570

決定係数 0.494 0.976 0.503 0.985
注：***:1%有意水準、 **:5%有意水準、*:10%有意水準で有意であることを示す。括弧内の数値は頑健標準誤差を示す。

被説明変数:lnStock

Exchange

TOPIX

定数項

Treat

After

Treat×After
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第 3.4 節 結果の考察 
分析では、直接的影響と間接的影響の推定を行った。分析Ⅰの直接的影響の推定では、自

動車の属性が与える販売台数への影響として、燃費性能の向上やエコカー減税対象車だと

販売台数が増加する可能性があることが示された。また、不正車である eKシリーズは不正

が発覚しても販売台数への影響がなかった可能性があることが推定された。分析Ⅱの間接

的影響の推定では、不正車の燃費不正の発覚が与える不正メーカーである三菱自動車への

影響として、不正発覚によって不正メーカーの時価総額は約 60%下方へシフトした可能性

があることが推定された。 
 本稿では分析で推定された直接的影響及び間接的影響に加え、三菱自動車の不正発覚に

よって生じた処罰を用いてシミュレーション分析を行う。
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第４章 シミュレーション分析 

第 4.1 節 シミュレーション分析の概要 
本稿のシミュレーション分析では、三菱自動車の不正がベッカーの理論に当てはまると

仮定し、不正をする場合の便益が不正をしない場合の便益を上回っていたのかを検証する。

検証において、前章の分析で求めた直接的影響及び間接的影響に加えて、実際に三菱自動

車が支払った不正による処罰を用いてシミュレーション分析を行う。 
 

第 4.2 節 決定木分析 
企業は新車を開発及び発売する際、燃費を正直に公表する（不正を行わない）か、実際

より良い燃費を公表する（不正を行う）かの意思決定を行う。本稿では、企業の意思決定

問題を図 9 に示した意思決定木でモデル化する。企業は不正を行わないことで得られる便

益と不正を行うことで得られる便益を比較し、より高い便益が得られるほうを選択すると

仮定する。 
 

 
図 9 決定木 

（筆者作成） 
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第 4.2.1 項 不正をしない場合の便益 
不正をしない場合(図 9 の A)では、どの期においても企業は確実に（確率は 1）その期の

便益を得ることになる。その期の便益とは、その期の推定売上高であると仮定する。売上

高を推定するために、実際の燃費に基づいて各期の販売台数を予測する。その販売台数と

単価を掛け合わせて計算した各期の売上高を分析対象の全期間で合計したものが、不正を

しない場合の便益となる。つまり、𝑥=を𝑡 = 𝑛期の推定売上高、期間数を𝑁とすると、不正

をしない場合の便益𝑋は、各期の推定売上高の合計から 𝑋 = 𝑥$ + 𝑥% + 𝑥& +⋯+ 𝑥= +⋯+
𝑥>で表されるものとする。 
 

第 4.2.2 項 不正をする場合の便益 
 不正をする場合には、不正が発覚する確率と不正発覚に伴う便益の変化を考慮しなけれ

ばならない。 
 

第 4.2.2.1 項 不正が発覚しない場合の便益 
 まず、不正が発覚しない場合を考える(図 9の B)。不正を行うにあたり、企業は実際の燃

費の測定値よりも良い燃費を公表する。その公表した燃費に基づいて各期の販売台数を予

測し、その販売台数に単価を掛けて各期の推定売上高を計算する。このように求めた𝑡 = 𝑛
期の推定売上高を𝑦F=で表す。また、ある期に不正が発覚する確率を𝑝、不正が発覚しない

確率を1 − 𝑝とし、𝑝はどの期も一定であると仮定する。これらに基づき、𝑡 = 1期で不正が

発覚しない場合の𝑡 = 1期の便益の期待値は(1 − 𝑝)𝑦F$である。また、𝑡 = 2期でも不正が発

覚しない場合の𝑡 = 2期の便益の期待値は(1 − 𝑝)%𝑦F%、さらに、𝑡 = 3期でも不正が発覚しな

い場合の𝑡 = 3期の便益の期待値は(1 − 𝑝)&𝑦F&となる。 
全期間を通じて不正が発覚しない場合の便益𝑦は、上記で計算した期待値を合計して、 

𝑦 = (1 − 𝑝)𝑦F$ + (1 − 𝑝)%𝑦F% + (1 − 𝑝)&𝑦F& +⋯+ (1 − 𝑝)>𝑦F> 
と表される。 
 

第 4.2.2.2 項 不正発覚に伴う推定売上高の定義 
次に、不正が発覚する場合を考える(図 9の C)。その場合、販売台数の減少と処罰を考慮

しなければならない。販売台数の減少は次の 3 点で捉えられるものと仮定する。 
第 1 に、不正が発覚した場合は、販売が直ちに禁止され、その期の残りの期間の販売台

数が 0になるという仮定である。1期内のどのタイミングで不正が発覚するかによって販売

禁止の影響は異なる。しかしながら、分析簡略化のために不正が発覚する期の売上高は、

不正が発覚しない場合の同期の推定売上高に比べて一律で 50%減少するものとする。これ

に基づき、𝑡 = 𝑛期に不正が発覚する場合はその期の推定売上高は0.5𝑦F=で表される。 
 第 2 に、不正発覚による販売禁止は数期に及び、不正が発覚する期の直後の数期間の販

売が 0 になるという仮定である。三菱自動車の事例では 2 か月間の販売停止期間が続いた
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ため、本稿でも不正が発覚する期の直後の 2 期間の売上高が 0 になると仮定する。したが

って、𝑡 = 𝑛期に不正が発覚する場合、𝑡 = 𝑛 + 1期及び𝑡 = 𝑛 + 2期の推定売上高が 0 になる。 
 第 3 に、販売再開後の販売台数は実際の燃費に基づく販売台数予測に従うが、不正発覚

による商品イメージの悪化等により、その予測した販売台数より一定して低く推移すると

いう仮定である。これに基づき、𝑡 = 𝑛期に不正が発覚する場合、販売が再開される𝑡 =
𝑛 + 3期の推定売上高は、不正をしない場合の𝑡 = 𝑛 + 3期の推定売上高𝑥=?&の𝑘％に減少す

ると考え、𝑘𝑥=?&で表される。 
 

第 4.2.2.3 項 不正発覚に伴う処罰の定義 
処罰は次の 2点で捉えられるものとする。第 1に、不正発覚に伴う政府への課徴金10の支

払いである。課徴金による処罰𝑠@は、定額で 1回のみと仮定する。第 2に、燃費を偽ったま

ま販売したことに対する消費者への補償である（以下、補償金）。補償金は販売済みの自

動車製品の全台数を対象に、1 台当たり定額𝑠@@で発生するものと仮定する。これらの処罰

に基づき、 𝑡 = 𝑛期に不正が発覚する場合の処罰を𝑆"とすると、𝑆" = 𝑠@ + 𝑠@@ × (𝑡 =
𝑛期までの販売台数累計) で表される。 
 

第 4.2.2.4 項 不正が発覚する場合の便益 
 前項までで定義した、不正発覚に伴う推定売上高および処罰を用いて、不正が発覚する

場合の便益を定義する。 
 まず、図 9の終点ノード 1から終点ノード𝑁 − 3での便益を考える。終点ノード 1は、𝑡 =
1期で不正が発覚する場合である。𝑡 = 1期の便益は𝑡 = 1期の推定売上高から処罰を引いて

0.5𝑦F$ − 𝑆$、𝑡 = 2期および𝑡 = 3期の便益は 0、𝑡 = 4期の便益は𝑘𝑥'、𝑡 = 5期の便益は𝑘𝑥<と
続き、最後の𝑡 = 𝑁期の便益は𝑘𝑥>となる。𝑡 = 1期に不正が発覚する確率は𝑝で、その後は

確率 1で終点ノード 1に至るので、終点ノード 1での便益𝑦$は、これらの期待値をとって、

𝑦$ = 𝑝{(0.5𝑦F$ − 𝑆$) + 𝑘𝑥' + 𝑘𝑥< +⋯+ 𝑘𝑥>}と表される。次に、終点ノード 2 での便益を求

める。これは𝑡 = 1期に確率1 − 𝑝で不正が発覚せず、𝑡 = 2期に確率𝑝で不正が発覚する場合

なので、終点ノード 2に至る確率は𝑝(1 − 𝑝)となる。したがって、終点ノード 2での便益𝑦%
は、期待値をとって、𝑦% = 𝑝(1 − 𝑝){(0.5𝑦F% − 𝑆%) + 𝑘𝑥< + 𝑘𝑥A +⋯+ 𝑘𝑥>}となる。終点ノー

ド𝑁 − 3までは同様に便益を求められる。 
 次に、終点ノード𝑁 − 2、𝑁 − 1および𝑁での便益を考える。これらのノードでは、分析

期間内に販売が再開されないので、便益は当該期の推定売上高と処罰のみで表される。例

えば、終点ノード𝑁 − 2での便益は、この終点ノードに至る確率が𝑝(1 − 𝑝)>B&であること

を踏まえ、期待値をとり、𝑦>B% = 𝑝(1 − 𝑝)>B&(0.5𝑦F>B% − 𝑆>B%)と表される。終点ノード

𝑁 − 1および𝑁での便益も同様に定義できる。 
 
 

第 4.2.2.5 項 不正をする場合の便益 
 

10	三菱自動車の事例は課徴金のみであったが、罰金刑に処される場合は罰金も含む。	
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不正をする場合の便益は、第 2.1 項で求めた不正が発覚しない場合の便益𝑦と、第 2.3 項

で求めた不正が発覚する場合の便益𝑦$, 𝑦%, ⋯ , 𝑦>の合計である。したがって、不正をする場

合の便益を𝑌とすると、𝑌 = 𝑦 + (𝑦$ + 𝑦% +⋯+ 𝑦>)と表される。そのため、企業は不正を

する場合の便益(𝑌)と第 2.1 項で定義した不正をしない場合の便益(𝑋)を比較し、より高い便

益を得られる方を選択する。 
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第 4.3 節 パラメーターの推定 
第 2節で定義した意思決定木で使用するパラメーターは、第 3章で行った分析 Iと分析 II

の結果に基づいて設定した(表 7)。 
 

表 7 決定木分析で使用するパラメーター 

パラメーター 値 補足説明 

期間数 (N) 40 か月 2013 年 6 月から 2016 年 9 月まで 

不正発覚確率 (p) 0.000008 各期に不正が発覚する確率 

燃費係数 (lnFuel) 0.114 燃費が 1km/l 低下すると、販売台数が 11.4%減少

する。 

販売再開後の販売台数の変化率 (k) 1.00 不正発覚の販売台数への影響なし 

時価総額減少率 (lnStock) 0.59 不正が発覚すると、不正した自動車メーカーの時

価総額は 59%減少する。 

課徴金(SI) 3,680,000 円 １度のみの罰金 

補償金(SII) 100,000 円 販売済み 1 台当たりの補償金 

 

第 4.3.1 項 期間数(N) 
 期間数𝑁は、1か月を 1期として 2013年 6月から 2016年 9月までの 40期とした。この期

間は、前章の分析と同様に日産自動車の影響を受けない期間を用いている。 
 

第 4.3.2 項 不正発覚確率(p) 
 不正発覚確率𝑝は、0.000008 とした。不正発覚確率は、2013 年から 2016 年の期間(48 ヶ
月)に不正発覚件数が 2件あったことと、同期間に販売された自動車製品数が 2050台であっ

たため、𝑝 = 0.000008と計算した。 
 

第 4.3.3 項 販売台数の予測と関連するパラメーター 
前章の分析Ⅰより、燃費は 1km/L低下すると販売台数が 11%下がる。この係数を用いて、

不正をしない場合の販売台数を次のように推定した。不正車の燃費は、実際には 23km/Lで

あったものを 26km/L として販売していた。これを踏まえて、不正発覚前の 2016 年 3 月ま

での販売台数は、燃費 26km/Lに基づく販売台数実績より 33%少ない値で推移したものと仮
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定して計算した。2016 年 4 月以降の販売台数の推測に関して、販売台数実績を推測に使用

することは不正発覚の影響を排除できないので妥当ではない。したがって、2016 年 3 月ま

での販売台数実績を用いて、不正が発覚しなかったと仮定した場合の 2016 年 4 月以降の販

売台数を予測した。この予測に関して、Holt-Wintersモデルを用いて平均、トレンド及び季

節性を考慮して予測した。次に、この予測値より 33%少ない値を自動車メーカーが不正を

しない場合の販売台数とした。 
 

第 4.3.4 項 販売再開後の販売台数減少率(k) 
不正発覚による販売停止期間を経て販売が再開される際の販売台数の減少数は、不正を

しない場合の販売台数に販売台数減少率(k)を乗じたものとした。前章の分析Ⅰの結果より、

不正車の販売台数は不正が発覚した 2016 年 4 月以前と販売が再開された 2016 年 7 月以降

で有意な差がなかったため、𝑘 = 1.00である。つまり、不正発覚が販売再開後の販売台数

に与える影響はなかったということである。 
 

第 4.3.5 項 時価総額の減少 
前章の分析Ⅱより、不正発覚に伴う時価総額の減少率を 59%とした。この時価総額減少

率と分析期間内の時価総額平均値を用いて、時価総額減少額は 573,532,058,824円とした。 
 

第 4.3.6 項 処罰に関連するパラメーター 
3 つの処罰に関するパラメーターは、次のとおりに設定した。まず、政府へ支払う処罰𝑠@

は 368 万円とした。この処罰額は、景品表示法違反によって三菱自動車が支払った課徴金

額である。次に、補償金𝑠@@は１台当たり 10万円とした。この補償金額は、2013年 6月から

不正車を購入した消費者に対して一律 10万円の補償金を支払ったことに基づいている。 
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第 4.4 節 意思決定木の分析結果 
表 8 は第 3 節で設定したパラメーターを用いて意思決定木を分析した結果である。不正

発覚に伴う政府への罰金(𝑠@)と消費者への補償金(𝑠@@)という不正に関わる直接的費用のみを

考慮する場合だけでなく、時価総額の減少という間接的費用を考慮する場合にも、不正を

する場合の便益(𝑌)が不正をしない場合の便益(𝑋)を上回ることが推定された。 
 

表 8  意思決定木の分析結果 

 
 

第 4.5 節 結果の考察 
 本稿では、三菱自動車の不正がベッカーの理論に当てはまるという仮定の上で、不正を

する場合の便益(Y)が不正をしない場合の便益(X)を上回っていたかを検証した。意思決定

木を用いて、間接的影響である時価総額を含めた場合と含めなかった場合の 2 パターン分

析した結果、時価総額の影響に問わず不正をする場合の便益(Y)が不正をしない場合の便益

(X)を上回っていた。したがって、当時の不正に対する政策では不正をするほうが得られる

便益が大きいという結果が得られた。 
 

時価総額の影響を含めない場合 時価総額の影響を含める場合

不正をしない場合の便益(X ) 137,347,907,782円 137,347,907,782円

不正をする場合の便益(Y ) 186,569,008,229円 186,385,506,598円
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第 5 章 企業へのヒアリング 
第 5.1 節 ヒアリングの概要 
前章では定量的な分析を行うことで、当時は不正を行って得られる便益の方が大きくな

る環境であったということが明らかとなった。つまり企業も個人と同様にリスク中立的に

不正実行を判断していた可能性があり、ベッカーの理論が当てはまる環境であったという

ことが言える。しかしながら、不正防止には政策だけでなく企業自身の取り組みも重要で

あると考えられる。そこで約 10社に対して、不正をしないための取り組みについてヒアリ

ングを行った。以下の表はヒアリング内容を項目別に分類し、まとめたものである。 
 

表 9  企業へのヒアリング内容 

 
（筆者作成） 

 
本節では概要のみを記載するため(6)から(8)11などの詳細については付録を参照されたい。 
 

第 5.2 節 ヒアリングまとめ 
表 10 は企業へのヒアリングの結果である。企業に対してヒアリングを行ったことにより、

不正防止に対して従業員からの内部通報が効果的であるということがわかった。しかしな

がら、内部通報のための通報窓口は、企業によって社内に設置している企業と外部に委託

して設置している場合がある。加えて、実際に企業内部に通報窓口を設置している企業の

社員からは、匿名性が確保されていないと感じているとの声が上がってきた。また、公益

通報者保護法に関して社員が安心して通報を行えるよう研修を行なっている企業もあれば、

まだ研修を行なっていない企業も存在することがわかった。 
これらより、内部通報の環境改善が必要であるという課題が明らかとなった。 

 
 

11 (8)は企業不正を防止するために内部通報の増加を意図した Speak Up を掲げている企業に対してのみ質問を行った。	

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

*(8) Speak Upの効果

企業が不正防止に向けて有効、大切であると感じている対策や内容

公益通報者保護法に関しての対応

内部通報制度に対しての対応

従業員への研修制度・内容

企業へのヒアリング内容

報奨金に対する印象

コンプライアンスはどのように（何を基準として）作成しているのか

現状の罰金額についての印象
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表 10  企業へのヒアリング結果

 
（筆者作成） 

設問(1)  企業が不正防止に向けて有効、大切であると感じている対策や内容 

・トップメッセージにより不正抑止の意識を高める 

・内部監査の実施や内部告発・通報をしやすい環境づくりが重要 

設問(2)  公益通報社保護法に関しての対応 

・書面で法律の通達を行う 

・研修内容に追加を検討している企業もある 

設問(3)  内部通報制度に対しての対応 

回答  ・通報窓口の設置は企業によって異なる。(内部あるいは外部) 

設問(4)  従業員への研修制度・内容 

・不正の事例を挙げて影響に対して当事者意識を持てるような研修 

・動画による研修ののち、知識の定着を図るためにテストを実施 

設問(5)  報奨金に対する印象 

・不正発覚により自身への影響から通報をためらっていた従業員も通報数するようになるのでは 

・報奨金目当ての虚偽の報告が増える可能性を危惧 

回答 

回答 

回答 

回答 

企業へのヒアリング結果 
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第 6 章 政策提言 
第 6.1 節 政策提言の方向性 
本稿では、企業の不正行動はベッカーの理論に当てはまるのかという問題意識を設定し、

2016 年の三菱自動車の燃費不正問題を対象として実証研究を行った。シミュレーション分

析の結果、不正をする場合の便益が不正を行わない場合の便益を上回っていることがわか

った。 
 これらの結果より、不正をするほうが得られる便益が大きい要因として以下の 2 点が挙

げられる。 
 
・不正が発覚した際の処罰が十分でなかった。 
・品質不正を発見するための発覚確率が十分でなかった。 
 
そのため本章では、要因の①②を解決するためにシミュレーション分析の結果から効果

的な罰金額と検査確率を計算し、2 つの政策的アプローチを行う。また、ヒアリング調査

から企業内の不正に対して内部通報の強化について 1 つの政策提言を行う。これにより企

業の不正を抑止させるという仕組みを構築することを目標とする。これらを踏まえ、本稿

では以下 3 点の政策提言を行う。 
 
【政策提言Ⅰ 不正をした企業に対する罰金項目の追加】 
【政策提言Ⅱ 最適な発覚確率の計算】 
【政策提言Ⅲ 内部通報制度の強化】 
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図 10  政策提言の方向性 

（筆者作成） 
 

第 6.2 節 政策提言Ⅰ:燃費不正による新たな課

徴金の追加 
・提言対象 
国土交通省 

 
・提言理由 

シミュレーション分析により不正をする場合の便益と不正をしない場合の便益を計算

すると、不正をするほうが得られる便益が大きいという結果が得られた。また、その便

益差は現行の課徴金額より大きく、企業が不正を行う動機となる。そのため、より罰則

を強めるために現存の処罰に追加して便益差を縮小させるような課徴金を国土交通省に

収める政策を提言する。 
 

分析結果

分析Ⅰ・Ⅱ

不正によって得られる

便益は費用を上回る

シミュレーション分析

最適な不正の発覚確率

約0.1%

政策導入目的

企
業
の
不
正
を
抑
止

政策提言

発覚確率の向上

政策提言 Ⅱ

適切な発覚確率による検査

政策提言 Ⅲ

内部通報の強化

政策提言 I 

燃費不正に対して新たな罰金の追加

処罰の追加
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・提言内容 
三菱自動車の不正は、不正車の実測燃費と公表された燃費に差があった。そのため、

実測燃費と虚偽燃費の差は環境に影響を与える𝐶𝑂%排出量を表している。これを処理す

るための金額を課徴金として国土交通省に収める。三菱自動車の事例から、支払う課徴

金の計算モデルは、 
 
平均買い替え年数	 × 	年平均走行距離	 × 	販売台数	

÷実測燃費		[km L⁄ ] × 	𝐶𝑂%生成量	[kg L⁄ ] × 	𝐶𝑂%処理費	[円 kgb ]
=実測燃費𝐶𝑂%合計処理費 

 
平均買い替え年数	 × 	年平均走行距離	 × 	販売台数	

÷虚偽燃費	[km L⁄ ] × 𝐶𝑂%生成量	[kg L⁄ ] × 	𝐶𝑂%処理費[円 kgb ]
=虚偽燃費𝐶𝑂%合計処理費 

 
とする。これは、実測燃費と虚偽燃費の2つの式を計算し、実測燃費の𝐶𝑂%合計処理費か

ら虚偽燃費の合計処理費を引くことで𝐶𝑂%処理額を算出することができる。各変数につ

いては以下のように定義する。平均買い替え年数については、軽自動車検査協会から採

用し 15 年とする。年平均走行距離は 10,575km で、国土交通省の「自動車の使用実態」

にある車種別年間走行距離から取得した。今回は軽自動車の値がなかったため、自家用

乗用車の値を採用した。販売台数は 2013 年 6 月から 2016 年 3 月までに販売された eKワ
ゴンの合計とし、合わせて 156,880 台である。燃費は不正車全てのモデルにおいて、実

測燃費と虚偽燃費をそれぞれ使用する。𝐶𝑂%生成量は 2.32 (kg/L) で、これはガソリン 1L
の燃焼で生成される二酸化炭素の質量である。この値は環境省の「特定排出者の事業活

動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」から採用した。𝐶𝑂%処理費は低炭

素社会戦略センターから取得した。𝐶𝑂%分離回収の手法には化学（アミン）吸収法と物

理吸収法があり、この両者でコストが異なるため、𝐶𝑂%分離回収コストは二つの平均を

取ったものを採用する。値は 4(円/kg)である。 
計算方法は、軽自動車の平均買い替え年数と年平均走行距離、モデル別の月次での販

売台数をかけて、それぞれの燃費の値で割る。これにガソリン 1L あたりが生成する𝐶𝑂%
量と𝐶𝑂%1kg を処理するのにかかる金額をかける。それぞれの合計金額を引いた値が賠償

金となる。今回のシミュレーション分析で推定した数値から上記の計算を行うと、実測

燃費の合計は 10,200,000,000 円で虚偽燃費の合計は 8,920,000,000 円となった。これらの

結果より、販売された全ての不正車の𝐶𝑂%処理額の差は 1,280,000,000 円と計算され、燃

費不正したことによる課徴金とすべきである。 
 
・政策導入効果 

この政策により不正が発覚した際の課徴金が現行の金額に加算されることとなるため、

企業にとっては不正を行った場合の便益が小さくなり、不正抑止が期待できる。 
 
・実現可能性 
 不正を行った企業に対して新たな罰金を制定することは政府にとって検査確率を上げ

た場合の検査費用よりも費用を抑えられるので、導入への障壁は限りなく低い状態で不

正を抑制することができると考えられる。また仮に過剰な課徴金を設定してしまうと、
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企業が不正した際に完全に立ち直れなくなってしまうことが考えられるため、経団連等

に承認されにくくなり実現可能性が低くなってしまうことが考えられる。そのため、最

適な課徴金を計算することで実現可能なものとなる。 
 

第 6.3 節 政策提言Ⅱ:最適な検査確率の計算 
・提言対象 
国土交通省 

 
・提言理由 

不正に関わる社会的に最適な状態 (First best) とは、罰金や検査がない状態で企業が不

正を行わないことである。この場合、検査費用をゼロにできるが現実には不正を行う企

業は存在する。次善の状態 (Second best) は、最小限の検査費用で、不正を行わない場合

の便益が不正をする場合の便益を僅かに上回る状況である。政府は、この次善の状態を

達成するために罰金(𝑠@)とともに、監査頻度を操作することで不正の発覚確率(𝑝)を操作

することができる。そこで、不正発覚確率(𝑝)を 0.000008 に固定し、意思決定木を用いて

最適な罰金(𝑠@)を推定した結果、約 150兆円であることが明らかになった。しかしながら、

数兆円規模の罰金(𝑠@)の支払いを命じた前例はないため、実現可能性は低いと考えられる。

よって、本節では、罰金(𝑠@)を現行の罰則額に固定して、シミュレーションを用いて最適

な発覚確率(𝑝)を計算する。 
 
・提言内容 

本稿では、分析で直接的費用と間接的費用を求めた。したがって、直接的費用の下で

の最適な発覚確率(𝑝)と間接的費用の下での最適な発覚確率(𝑝)を求めることができる。そ

こでシミュレーションを用いて、定量化した結果、直接的費用の場合の最適な発覚確率

(𝑝)は 1.1%であり、間接的費用の場合の最適な発覚確率(𝑝)は 0.1%であることが示された。 
 
・政策導入効果 
監督官庁である国土交通省は最適な発覚確率(𝑝)を公表していない。したがって、シミ

ュレーションに基づき、最適な発覚確率を計算することで検査が効率的に実施されるこ

とが期待される。また、費用が便益より大きくなることで不正抑止が期待される。 
 
・実現可能性 

シミュレーションで計算した発覚確率 1.1%や 0.1%を全車両に対象にすることは、自動

車の生産への影響が懸念されるため実現可能性は低いと考えられる。そこで、現在の自

動車のモデル数は約 300 車種であり、検査対象を自動車のモデル数とすることで検査は

実現可能であると考えられる。国土交通省は 2018 年に 70 回の抜き取り検査を行ってお

り、月平均約 5 回の検査を行っていたことがわかる。そのため、発見確率 1.1%の場合、

国土交通省が月約 3 回の検査を行うことは十分可能であると考えられる。 
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第 6.4 節 政策提言Ⅲ:内部通報者に対する報奨

金の制定 
・提言対象 
国土交通省 
 
・提言理由 
様々な業種の企業へヒアリングを行った結果、不正防止に対して社員からの内部通報

が効果的であるとの回答が得られた。 
実際に、内部通報数が増加している国としてアメリカ合衆国がある。アメリカ合衆国

では、企業の不正を取り締まることを目的として不正の通報者に対して米国証券取引委

員会から報奨金が支払われる。これにより通報件数は年々上昇しており、2021 年度の通

報数は前年比 176%超である 12,210 件であった。したがって、本節では内部通報数の増

加を企業の不正に対しての抑止力とするため、アメリカ合衆国に倣い内部通報者に対し

て報奨金の支払い制度を制定する。 
 
・提言内容 

大気汚染浄化金から徴収された罰金額を用いて内部通報を行なった従業員に対して報

奨金を支払う。この従業員には、不正を行なった企業の他に請負業者や下請業者等の従

業員も含むものとする。支払う金額は、不正発覚に結びつく情報を提供した通報者に対

して、その寄与度に応じて政策提言Ⅰで新たに制定した大気汚染浄化金の 10〜30%の範

囲内で支払われる。この範囲に関し、アメリカ合衆国の内部通報者に対して報奨金を支

払うドット・フランク法に倣い同じ範囲とした。 
 
 

 

通報
報奨⾦(罰金額の10~30%)

罰⾦の⽀払い
(大気汚染浄化金)

・従業員
・請負業者
・下請業者

従来
今後

従業員

企業 政府

外部
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図 11  内部通報者への報奨金支払い制度 
（筆者作成） 

 
・政策導入効果 
内部通報者に対して報奨金というインセンティブを与えることから、アメリカ合衆国

と同様に通報数の増加が見込まれる。内部通報が強化されることにより、組織的な不正

の抑止力として効果が期待される。 
 
・実現可能性 

日本における通報者に対する報奨金の例として、指名手配犯逮捕に向けた有益な情報

提供者に対して国庫から支払われる「捜査特別報奨金制度」がある。すでに通報者に対

して報奨金を支払う制度が存在すること、本提言では新たに制定した大気汚染浄化金か

ら報奨金を支払うこと、これら 2 点から実現可能であると考えられる。 
 

第 6.5 節 政策提言のまとめ 
 本章では、分析Ⅰ、Ⅱおよびシミュレーション分析によって得られた、「当時の不正に対

する政策では不正を行う方が得られる便益が大きい」という結果から、「企業の不正を抑

止する仕組みを構築する」ことを目標とする。その目標を達成するために、3 つの政策提

言を行った。 
提言Ⅰにより、新たな課徴金が現行の金額に加算されることで、企業にとっては不正を⾏

う場合の便益が縮小し、不正抑止が期待できる。 
提言Ⅱにより、不正抑止に最適な発覚確率で検査を行うことで、不正を⾏わない場合の

便益が不正を⾏う場合の便益よりも大きくなり、不正抑止が期待される。 
提言Ⅲにより、内部通報の強化によって、組織的な不正の抑止力として効果が期待され

る。 
これら 3 つの政策提言により、企業が不正実行の際に、リスク中立的に判断することで

「企業の不正を抑止させるという仕組みを構築する」という目標が達成される。
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おわりに 
本稿では、企業による不正が相次いだことを背景に、企業の不正行動はベッカーの理論

に当てはまるのかを明らかにするために研究を行った。そして、三菱自動車の燃費不正問

題を対象に実証分析とシミュレーションを行った結果、不正を行った場合の便益より不正

を行わない便益の方が大きかったことから、企業の不正行動はベッカーの理論に当てはま

ることが明らかとなった。これら分析結果より、企業に不正を抑止させるために、本稿で

は、Ⅰ. 適切な発見確率による検査の実施、Ⅱ. 燃費不正企業に対する罰金項目の追加、Ⅲ. 内
部通報制度の強化の 3 点の政策を提言した。 
しかしながら、本稿には以下 2 点の課題が残されている。第 1 に、企業による不正がサ

プライチェーンにどのような影響を与えるのか分析することができなかった。第 2 に、普

通車や小型車など軽自動車以外の規格や外国車を含めた分析を行うことができなかった。 
したがって、これらの課題については今後の研究課題としたい。 
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付録 
第 1 節 企業へのヒアリングに対する回答一覧 
 

表 11 企業へのヒアリング内容 

 

(筆者作成) 

・(1)「企業が不正防止に向けて有効、大切であると感じている対策や内容」に対する回答 

情報サービス業者 A：トップメッセージが重要であり、半期に一度代表取締役からのメ

ッセージを社員全員に共有していると回答を得られた。また不正発覚に向け年一度の全拠

点への外部監査だけでなく、ランダムに 10拠点に対して抜き打ちで内部監査を実施してい

ると回答を得られた。 

製造業者 B からはトップとのマインドの共有が最重要であり、コンプライアンス・リー

ガル部門が作成した文章をトップメッセージとして従業員に対して発信しているとの回答

を得られた。 

運輸業者 C からは安全・品質・コンプライアンスの 3 つを徹底してトップメッセージと

して共有していると回答を得られた。さらに、過積載（最大積載量以上の貨物をトラック

に積み込んで輸送する事）や法定速度違反などの不正に対しては、「必ず発覚するもので

あり、不正が発覚した際にはこれまでの実績等は一切評価から除外され厳格に対処する。」

と日常的に発信することにより抑止力としていると回答を得られた。 

学校教育業者 D からは年始の機会に代表からのメッセージを発信していると回答を得ら

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) Speak Upの効果

報奨金に対する印象

コンプライアンスはどのように（何を基準として）作成しているのか

現状の罰金額についての印象

企業へのヒアリング内容

企業が不正防止に向けて有効、大切であると感じている対策や内容

公益通報者保護法に関しての対応

内部通報制度に対しての対応

従業員への研修制度・内容
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れた。しかしながら、回答企業様自身もトップメッセージは年に一度のみなので時間の経

過と共に薄れているように感じる部分もあると補足された。 

製造業者 E からは内部監査の徹底と内部通報が大切であると回答を得られた。さらに、

内部通報に関しては通報者に対する保護や社員が安心して通報できる環境を作ることが必

要不可欠であると認識しており、通報内容に対して審査や当事者へのヒアリングが大切で

あると回答を得られた。さらに、企業風土や経営理念も併せて大切であると補足された。 

建設業者 F からは、風通しのいい社風が大切であり、代表取締役自ら積極的に事務所を

回っていると回答を得られた。加えて、それぞれの部の管理職従業員に対して積極的にコ

ミュニケーションをとり、管理職従業員から部下へと訓示として発信していると補足され

た。また、企業内の不正については企業内で解決するのが大前提であると考えていると回

答を得られた。 

 

・(2)「公益通報社保護法に関しての印象」に対する回答 

情報サービス業者 A からは、公益通報者保護法の理解を目的とした書面を社員に対して

共有することによって認知させていると回答を得られた。 

製造業者 E からは、公益通報者保護法の研修は今年度初めて行うが研修内容に関しては

検討中であると回答を得られた。 

 

・(3)「内部通報制度に対しての対応」に対する回答 

情報サービス業者 A からは、通報窓口を外部委託し設置していると回答を得られた。 

製造業者 E からはコンプライアンス統括部を設置し、社内通報窓口を設置している。加

えて、第三者機関を通じて通報者が匿名で通報できるホットラインを設置していると回答

を得られた。 

建設業者 F からは、社内で通報窓口を設置しているが担当者と従業員の距離が近いため

窓口には電話しづらいかもしれないと回答を得られた。 

 

・(4)「従業員への研修制度・内容」に対する回答 

情報サービス業者 A からコンプライアンス研修はオンラインで年 2 回実施しており、合

格点に満たない場合は再試験での合格が必須となる。研修で使用する教材も工夫しており、

実際の事例を用いた内容とすることで不正が発覚した際の波及効果を当事者として意識し

やすいよう心がけていると回答を得られた。 
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学校教育業者 D からは厚生労働省がホームページにて掲載している資料等を活用して企

業内の人事部にて従業員用の研修資料を作成しており、より研修を受けた従業員が当事者

意識を持ち理解しやすい内容となるよう工夫して動画を作成しているとの回答を得られた。

加えて、研修後には独自で作成した問題を従業員に回答させ、70 点を合格点とし、満たな

い場合は合格するまで繰り返し受けなければならない制度としており、他の種類の研修と

並行して行わなければならないため 1 回あたりの質を上げることにより、正しい知識の定

着を図っていると回答を得られた。 

製造業者 E からは、研修内容の理解については企業内部の監査協会に委任していると回

答を得られた。 

 

・(5)「報奨金に対する印象」に対する回答 

運輸業社 C からは不正を知りながらも既存の政策では通報に障壁を感じていた従業員に

とっては言いやすくなるだろうと考えられると回答を得られた。 

製造業者 E からは通報数は増加すると考えられるが、報奨金目当ての信頼できない通報

も併せて増えるのではないかと指摘を得られた。 

 

・(6) コンプライアンスはどのように（何を基準として）作成しているのか 

製造業者 B からは海外腐敗行為防止法を基準として作成していると回答を得られた。ま

た、他に参考となる資料等がないと補足された。 

 

・(7) 現状の罰金額についての印象 

運輸業社 C からは、現状の罰金額でも十分に高額であるがアメリカが取引相手に加わる

とさらに高額となる印象があると回答を得られた。 

建設業者 F からは、罰金額よりも不正が発覚した際の営業停止の方が比較対象とならな

いほど重い罰であると回答を得られた。 

 

・(8) Speak Up の効果 

製造業者 B からは、海外進出をするにあたって非常に重要な項目であり、公益通報者保

護制度の効果もあることから Speak Up だけの効果はわからないと回答を得られた。 

運輸業社 C からは、通報数は増えたように感じられるが、通報内容に事実確認ができな

いものが増えたと回答を得られた。 


